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示
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事
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指
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催
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検
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四
六
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
杜
市
長
か
ら
協
議
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
小
淵
沢
地

区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
　
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
県

日
野
春
停
車

北
杜
市
須
玉
町
大
字
若
神
子
字
下
和

九
〇
・
〇
平
成
二
十
三

道

場
線

田
四
八
四
七
番
の
四
地
先
か
ら

年
七
月
二
十

北
杜
市
須
玉
町
大
字
若
神
子
字
鯨
四

一
日

四
三
八
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
前
田
百
二
十
八
番
十
三
、
百
二
十
八
番
十
七

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
十
・
五
七
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
六
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

七
月
二
十
一
日

第
二
千
百
五
十
二
号

木　曜　日



の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
前
田
百
三
十
四
番
十
、
百
三
十
四
番
十
三

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

二
十
四
・
二
二
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
夏
目
原
字
上
白
金
千
百
四
十
九
番
九
、
千
百
四
十
九
番
十
四
、
千
百
六
十
一
番
九
、

千
百
六
十
四
番
四
、
千
百
六
十
四
番
十
五

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

五
十
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
講

習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
催
日
時

一
日
目
　
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
一
日
（
水
）
午
前
九
時
十
五
分

二
日
目
　
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日
（
木
）
午
前
九
時
十
五
分

二
　
開
催
場
所

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
五
番
三
十
五
号
　
山
梨
県
立
文
学
館
研
修
室

三
　
科
目

１
　
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令

２
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

３
　
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項

四
　
受
講
手
数
料

一
科
目
に
つ
き
千
円
（
受
講
申
込
書
に
一
科
目
に
つ
き
千
円
に
相
当
す
る
額
の
山
梨
県
収
入
証
紙

を
は
り
付
け
、
消
印
し
な
い
こ
と
。）

受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
た
場
合
、
又
は
講
習
を
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付

し
な
い
。

五
　
受
講
申
込
み
受
付
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
十
日
（
水
）
か
ら
九
月
九
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六
　
受
講
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
美
し
い
県
土
づ
く

り
推
進
室
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
二
五
）

公
安
委
員
会

'

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
真
　
　
田
　
　
幸
　
　
子

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

四
六
四



一
　
審
査
の
種
類

１
　
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
（
大
型

特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
牽け
ん

引
免
許
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
（
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第

二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
係
る
各
技
能
検
定
員
審
査

２
　
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
及
び
大

型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
各
教
習
指
導
員
審
査

二
　
審
査
日
時
及
び
場
所

１
　
審
査
日
時

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
（
火
）、
九
月
八
日
（
木
）
及
び
九
月
九
日
（
金
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

２
　
審
査
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三
　
受
付
期
間
及
び
場
所

１
　
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
十
七
日
（
水
）
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で

２
　
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
教

習
所
指
導
係

四
　
審
査
内
容

１
　
技
能
検
定
員
審
査

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

２
　
教
習
指
導
員
審
査

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五
　
審
査
手
数
料

１
　
技
能
検
定
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

二
万
四
千
七
百
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

二
万
五
百
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

一
万
四
千
百
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

二
万
二
千
四
百
五
十
円

２
　
教
習
指
導
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

一
万
五
千
六
百
五
十
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

一
万
二
千
百
五
十
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

九
千
五
百
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

一
万
三
千
三
百
円

な
お
、
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

１
　
審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

（
電
話
〇
五
五
（
二
八
五
）
〇
五
三
三
内
線
五
九
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２
　
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
、
申

請
す
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日

四
六
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
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